
全部取得条項に係る定款変更に関する公告、 

全部取得条項付普通株式の取得及び当該取得に関する基準日設定公告 

 

平成 27 年６月 25 日 

株主各位 

 

大阪府枚方市野村中町 62 番１号 

株式会社積水工機製作所 

代表取締役社長 海田 拓洋 

 

 

当社は、平成 27 年６月 24 日開催の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）及

び同日開催の普通株式の株主による種類株主総会の特別決議に基づき、定款の一部を変更して、

当社普通株式につき株主総会の決議によって当社がその全部を取得する旨の定め（以下「全部取

得条項」といいます。）を設けることとし、また、本臨時株主総会による特別決議に基づき、全

部取得条項が付された当社普通株式（以下「全部取得条項付普通株式」といいます。）の全部を

取得すること（以下「本全部取得」といいます。）にいたしましたので、公告いたします。なお、

当該定款変更の効力発生日は、平成 27 年７月 30 日であります。 

 

さらに、当社は、平成 27 年６月 24 日開催の取締役会において、平成 27 年７月 29 日を本全部

取得に関する基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主（ただし、当社

及び会社法第 172 条第 1 項の申立てをした株主を除きます。）をもって、平成 27 年７月 30 日を

取得日として、当該株主が保有する全部取得条項普通株式の全部を当社が取得し、当該取得と引

換えに全部取得条項付普通株式１株につき 648,299 分の１の割合をもって当社のＡ種種類株式

を交付する株主と定めましたので、併せて公告いたします。 

なお、会社法第 116 条第 1 項に基づく株式買取請求に係る振替株式の振替を行うための買取口

座は以下のとおりです。 

 

 

口座管理機関名： 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

口座名義： 株式会社積水工機製作所 

加入者口座コード： 002887101728880000000 

以上 


